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新旧対照表 

○ 千葉県道路交通法施行細則（昭和３５年千葉県公安委員会規則第１２号）                     （赤文字及び下線部分は改正部分）                                        

 改正後 改正前 備考 

（公安委員会に提出する申請書等の経由先等） （公安委員会に提出する申請書等の経由先等）  

第２条 （略） 

２ 申請者等は、次の各号に掲げる申請等については、その申請書

等を署長を経て公安委員会に提出して行わなければならない。 

（１）から（３）まで （略） 

（４）施行規則第６条の３の５に規定する高齢運転者等標章の 

記載事項の変更の届出 

第２条 （略） 

２ 申請者等は、次の各号に掲げる申請等については、その申請書

等を署長を経て公安委員会に提出して行わなければならない。 

（１）から（３）まで （略） 

（４）施行規則第６条の３の３に規定する高齢運転者等標章の 

記載事項の変更の届出 

 

 

 

 

施行規則改正による 

条ずれ 

３から６まで （略） ３から６まで （略）  

別表第３（第６条の２） 別表第３（第６条の２）  

 路線名等 区間   路線名等 区間   

  略     略    

千葉指定市道蘇我

町線 

千葉市中央区蘇我二丁目７０番２地先

から蘇我四丁目６６２番２０地先まで 

千葉指定市道蘇我

町線 

千葉市中央区蘇我二丁目７０番２地先

から蘇我四丁目６６２番２０地先まで

 千葉市道新港１７

号線 

千葉市美浜区新港８９番１地先から７

４番４地先まで 

  （新設）    

  略     略    
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 改正後 改正前 備考 

別 記 別 記  

第１号様式の２（第２条の３第１項第４号キ） 第１号様式の２（第２条の３第１項第４号キ）  

  

 

（表） 

 
 駐車禁止除外指定車 番号 第     号  

        使 用 中 

 

車両登録番号 
 
            号 

 

運転者の連絡先／用務先 

 

             別紙のとおり 

有 効 期 限      年  月  日まで 

 

発  行  日      年  月  日 

 

千葉県公安委員会 □印   

（裏） 

注   意   事   項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の
場所では使用できません。また、次のような駐車はできません。 

 (１) 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条第１項及び第75条の８） 
 (２) 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 (３) 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 (４) 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 (５) 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、被交付者が表面記載の車両を現に使用中の場合以外は使用できま
せん。 

３ この標章の「別紙のとおり」の部分は、運転者の連絡先又は用務先を別途書面
に記載してください。その上で、標章とともに車両の前面ガラスの外部から見や
すい箇所に掲出してください。 

４ 現場において、警察官の指示があつた場合には、その指示に従つてください。 
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられることがあります。 
６ 次の場合は、この標章（(３)の場合は発見した標章）を速やかに返納してくだ
さい。 

 (１) 標章の有効期限が経過したとき。 
 (２) 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。 
(３) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したと
き。 

□ 被交付者等 

 住 所   

 氏 名   
 

  

  

 

（表） 

 
 駐車禁止除外指定車 番号 第     号  

        使 用 中 

 

車両登録番号 
 
            号 

 

運転者の連絡先／用務先 

 

             別紙のとおり 

有 効 期 限      年  月  日まで 

 

発  行  日      年  月  日 

 

千葉県公安委員会 □印   

（裏） 

注   意   事   項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の
場所では使用できません。また、次のような駐車はできません。 

 (１) 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条及び第75条の８） 
 (２) 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 (３) 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 (４) 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 (５) 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、被交付者が表面記載の車両を現に使用中の場合以外は使用できま
せん。 

３ この標章の「別紙のとおり」の部分は、運転者の連絡先又は用務先を別途書面
に記載してください。その上で、標章とともに車両の前面ガラスの外部から見や
すい箇所に掲出してください。 

４ 現場において、警察官の指示があつた場合には、その指示に従つてください。 
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられることがあります。 
６ 次の場合は、この標章（(３)の場合は発見した標章）を速やかに返納してくだ
さい。 

 (１) 標章の有効期限が経過したとき。 
 (２) 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。 
(３) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したと
き。 

□ 被交付者等 

 住 所   

 氏 名   
 

  
 

法改正による条の変更 
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 改正後 改正前 備考 

第１号様式の３（第２条の３第１項第４号ク） 第１号様式の３（第２条の３第１項第４号ク）  

 

 

（表） 

 
 駐車禁止除外指定車 番号 第     号  

歩 行 困 難 者 使 用 中              

 

この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両 

 

運転者の連絡先／用務先 

 

             別紙のとおり 

有 効 期 限      年  月  日まで 

 

発  行  日      年  月  日 

 

千葉県公安委員会 □印   

（裏） 

注   意   事   項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の

場所では使用できません。また、次のような駐車はできません。 
 (１) 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条第１項及び第75条の８） 
 (２) 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 (３) 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 (４) 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 (５) 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、被交付者が現に車両を使用中の場合以外は使用できません。 
３ この標章の「別紙のとおり」の部分は、運転者の連絡先又は用務先を別途書面

に記載してください。その上で、標章とともに車両の前面ガラスの外部から見や
すい箇所に掲出してください。 

４ 現場において、警察官の指示があつた場合には、その指示に従つてください。 
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられることがあります。 
６ 次の場合は、この標章（(３)の場合は発見した標章）を速やかに返納してくだ

さい。 
 (１) 標章の有効期限が経過したとき。 
 (２) 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。 

(３) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したと
き。 

□ 被交付者等 

 住 所   

 氏 名   

   
 

 

 

 

（表） 

 
 駐車禁止除外指定車 番号 第     号  

歩 行 困 難 者 使 用 中              

 

この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両 

 

運転者の連絡先／用務先 

 

             別紙のとおり 

有 効 期 限      年  月  日まで 

 

発  行  日      年  月  日 

 

千葉県公安委員会 □印   

（裏） 

注   意   事   項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の

場所では使用できません。また、次のような駐車はできません。 
 (１) 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条及び第75条の８） 
 (２) 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 (３) 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 (４) 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 (５) 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、被交付者が現に車両を使用中の場合以外は使用できません。 
３ この標章の「別紙のとおり」の部分は、運転者の連絡先又は用務先を別途書面

に記載してください。その上で、標章とともに車両の前面ガラスの外部から見や
すい箇所に掲出してください。 

４ 現場において、警察官の指示があつた場合には、その指示に従つてください。 
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられることがあります。 
６ 次の場合は、この標章（(３)の場合は発見した標章）を速やかに返納してくだ

さい。 
 (１) 標章の有効期限が経過したとき。 
 (２) 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。 

(３) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したと
き。 

□ 被交付者等 

 住 所   

 氏 名   

   
 

法改正による条の変更 
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 改正後 改正前 備考 

第１号様式の４（第２条の３第１項第４号ク） 第１号様式の４（第２条の３第１項第４号ク）  

 

 

（表） 

 
 駐車禁止除外指定車 番号 第     号  

紫 外 線 要 保 護 者 使 用 中              

（日の出から日没までの時間に限る。） 

 

この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両 

 

運転者の連絡先／用務先 

 

             別紙のとおり 

有 効 期 限      年  月  日まで 

 

発  行  日      年  月  日 

 

千葉県公安委員会 □印   

（裏） 

注   意   事   項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の

場所では使用できません。また、次のような駐車はできません。 
 (１) 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条第１項及び第75条の８） 
 (２) 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 (３) 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 (４) 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 (５) 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、被交付者が現に車両を使用中の場合以外は使用できません。 
３ この標章の「別紙のとおり」の部分は、運転者の連絡先又は用務先を別途書面

に記載してください。その上で、標章とともに車両の前面ガラスの外部から見や
すい箇所に掲出してください。 

４ 現場において、警察官の指示があつた場合には、その指示に従つてください。 
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられることがあります。 
６ 次の場合は、この標章（(３)の場合は発見した標章）を速やかに返納してくだ

さい。 
 (１) 標章の有効期限が経過したとき。 
 (２) 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。 

(３) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したと
き。 

□ 被交付者等 

 住 所   

 氏 名   

   

 

 

（表） 

 
 駐車禁止除外指定車 番号 第     号  

紫 外 線 要 保 護 者 使 用 中              

（日の出から日没までの時間に限る。） 

 

この標章の交付を受けた本人が現に使用中の車両 

 

運転者の連絡先／用務先 

 

             別紙のとおり 

有 効 期 限      年  月  日まで 

 

発  行  日      年  月  日 

 

千葉県公安委員会 □印   

（裏） 

注   意   事   項 
１ この標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の

場所では使用できません。また、次のような駐車はできません。 
 (１) 駐停車禁止場所の駐車（道路交通法第44条及び第75条の８） 
 (２) 法定駐車禁止場所の駐車（道路交通法第45条第１項各号及び第２項） 
 (３) 駐車の方法に従わない駐車（道路交通法第47条） 
 (４) 車庫代わり駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項） 
 (５) 長時間駐車（自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項） 
２ この標章は、被交付者が現に車両を使用中の場合以外は使用できません。 
３ この標章の「別紙のとおり」の部分は、運転者の連絡先又は用務先を別途書面

に記載してください。その上で、標章とともに車両の前面ガラスの外部から見や
すい箇所に掲出してください。 

４ 現場において、警察官の指示があつた場合には、その指示に従つてください。 
５ この標章を不正に使用した場合には、返納を命ぜられることがあります。 
６ 次の場合は、この標章（(３)の場合は発見した標章）を速やかに返納してくだ

さい。 
 (１) 標章の有効期限が経過したとき。 
 (２) 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。 

(３) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したと
き。 

□ 被交付者等 

 住 所   

 氏 名   

   

法改正による条の変更 

   

 


